
 

 

平成２５年度着手する川の選定スケジュール ～川のまるごと再生プロジェクト～ 

 

 平成２５年度に事業を実施する川は、次の過程を通じて検討し選定しました。 

 

過程毎の検討概要は次のとおりです。 

(1) 応募要件の審査 

市町村の提案内容について、次の募集要項に記載した応募要件への適合を審査しました。 

① 「川の国埼玉 川の再生基本方針」に合致する「川の再生」に係る提案であること。 

② 一級河川（県管理）または農業用水路、排水路（湖沼を含む）であること。 

③ 市町村が自ら実施する取組が含まれること。 

④ 市町村と地域住民が連携した取組が含まれること。 

⑤ 地域が主体となって川の維持管理活動を行うこと。 

(2) 公開プレゼンテーションの実施 

県が、平成２５年度に事業を実施する川を選定する際の参考とするため、「川の国埼玉 川の

再生懇談会」の委員に総合的な見地から意見を聴きました。 

(3) 実現可能性等の検討 

県が、現地状況や公開プレゼンにおける委員意見などを参考に、実現性や効果などを検討し

て、平成２５年度に事業を実施する川を選定しました。 

選定に当たっての主な視点は、次のとおりです。 

・市町村が実施する取組は川の再生と一体として進める取組か。 

  ・上流から下流までといった川をまるごと再生する取組か。 

  ・地域が主体となって川の維持管理活動を行う取組は具体的か。 

・取組内容が具体的で、その内容は実現性が高いか。 

・川の改修計画などに支障がないか。 

・平成２７年度までに一定の成果が見込めるか。 

 

平成 25年度に着手する川の決定 

公開プレゼンテーションの実施 

実現可能性等の検討 

○「川の国埼玉 川の再生懇談会」の

委員から意見聴取 

 

市町村から提案 

○県が実現可能性や事業費、効果など

を検討 

○必要に応じて現地調査 

○応募要件の審査 

（１３日に各市町へ審査結果通知） 応募要件の審査 

H25.3.27(水) ○市町への選定結果の通知 

H24. 8. 4(土) 

H24. 7. 5(木) 

～ 

H24. 7.13(金) 

○市町村への説明会開催 

○市町村から提案 

（１３市町、１５提案、１２の川） 

H24. 5.29(火) 

～ 

H24. 7. 5(木) 

参 考 

水辺再生課・農村整備課 


